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鹿児島県最低賃金時間額853円で決定

　すっかり秋の空気となり、過しや
すい日が増えてまいりましたが、こ
の原稿を書いております頃は、まだ

まだ暑さが厳しい日が続いております。四十数回目の夏を経
験しておりますが、いまだに「今年の夏が一番暑いのではな
いか。」と夏の暑さに慣れることはありません。
　そんな体を、夏が来る前に暑さに慣れさせていくことを「暑
熱順化」というそうです。本格的に暑くなる前から徐々に体
を暑さに慣れさせること、例えば軽い運動で汗をかくことで、

暑熱環境にさらされても熱中症などになりにくくなるとのこと。
　一方、暑さに慣れるがあるならば、寒さに慣れることもでき
るのでは、と調べてみたところ、「寒冷順化」というものがあ
りました。こちらは、鍛えて筋肉量を増やすことで基礎代謝
が活発になり、全身から生み出される熱が増えることで寒さ
に強い体になる、とのこと。
　来年の夏に備える、今年の冬に備える、どちらも運動が大
切なのですね。皆さんも、過しやすいこの時期に運動などし
てみてはいかがでしょうか。

2022年（令和４年）

牛ノ浜夕陽（阿久根市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【写真提供者：村山　隆氏】
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　鹿児島地方最低賃金審議会（山本晃正会長）は、８月
10日、鹿児島県最低賃金を現行の時間額821円から32円
引き上げ、853円に改正するよう鹿児島労働局長に答申
しました。
　この答申は、７月４日に鹿児島労働局長からなされた
鹿児島県最低賃金の改正について調査審議を求める諮問
に対する答申で、同審議会において、公益代表、労働者
代表、使用者代表の各委員により、現下の最低賃金を取
り巻く状況や最低賃金の原則を踏まえ、精力的かつ慎重
な審議を重ねた結果、得られた結論です。
　この答申を受けて、鹿児島労働局長は、公示などの手
続きを経て、答申どおり時間額853円に改正する決定を
行っており、改正額は10月６日に発効します。
　鹿児島県最低賃金は、パート、アルバイトを問わず、

鹿児島県内で働くすべての労働者に適用されます。
　また、これと特定（産業別）最低賃金の両方が適用さ
れる場合には、高い方の金額で計算した賃金を支払う必
要がありますので、適切な対応をお願いします。
　最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への
支援として、「業務改善助成金（生産者向上を通じた最
低賃金の引上げを支援するための助成金）」、「専門家派
遣・相談等支援事業（専門家による電話相談や企業訪問
相談等を無料で実施）」があります。「業務改善助成金」
に関しては鹿児島労働局雇用環境・均等室（099-223-
8239）まで、「専門家派遣・相談等支援事業」に関しては
鹿児島働き方改革推進支援センター（0120-221-255）ま
でお気軽にお問い合わせください。

鹿児島県最低賃金
時間額853円で決定（１０月6日発効）

鹿児島労働局賃金室

労務管理あれこれ
鹿児島労働局監督課

本人分を含む家族手当は割増賃金の算定
基礎賃金か

（Ｑ）割増賃金の算定の基礎となる賃金についてお聞
きします。当社では、家族手当として、従業員に毎月、
扶養家族のいる者には、扶養義務のある家族一人につ
き3,000円プラス本人分5,000円、独身者には一律5,000
円を支給しております。
　このような手当は、家族手当という名称で支給して
おりますので、割増賃金の算定の基礎となる賃金には
含まれないと思うのですが、いかがなものでしょうか。

本人分として支給している部分は算定
基礎に

（Ａ）　ご質問の家族手当についてですが、家族手当とは、
「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準と
して算出した手当」をいい、たとえその名称が物価手当、
生活手当などであっても扶養家族数もしくは家族手当額
を基礎として算定した部分を含む場合には、家族手当と
して取り扱うこととされています（昭22・11・５　基発

第231号、昭22・12・26　基発第572号）。
　しかしながら、家族手当という名称であっても、扶養
家族数に関係なく一律に支給される手当や一家を扶養す
る者に対し基本給に応じて支払われる手当は、家族手当
ではなく、また、扶養家族のある者に対し本人分何円、
扶養家族一人につき何円という条件で支払われるととも
に、均衡上独身者に対しても一定額の手当が支払われて
いる場合には、これらの手当のうち、「独身者に対して
支払われている部分及び扶養家族のあるものにして本人
に対して支給されている部分は家族手当ではない」とさ
れています（昭22・12・26　基発第572号）。
　したがって、御社の支給している家族手当は、扶養家
族のいる者に対して支給している扶養義務のある家族
一人につき3,000円を支給しているということですので、
扶養家族数に応じて支給されており、労働基準法第37条
の家族手当と認められ、割増賃金の算定の基礎となる賃
金に算入しなくてもかまいませんが、扶養家族のある者
に本人分として支給している5,000円及び独身者に一律
に支給している5,000円については、法第37条の家族手
当とは認められませんので、割増賃金の算定の基礎とな
る賃金に算入しなければなりません。
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 ※「通常コース」の拡充に伴い、令和３年度から実施している「特例コース」につきましても申請期限の延長及び 

原材料高騰により利益が減少した事業者も対象としています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

【お問合せ】 

業務改善助成金コールセンター ０１２０－３６６－４４０ （受付時間：平日８：３０～１７：１５） 

【申請先】 

鹿児島労働局 雇用環境・均等室 ０９９－２２３－８２３９（受付時間：平日８：３０～１７：１５） 

 

「業務改善助成金（通常コース）｣のご案内  

「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します 
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　内容

○その他、テレワーク導入に役立つ情報を以下も提供しています。

　

◦テレワークの導入に際しての留意点、労務管理上の留意点、テレワークのルールの策定と周知、
　様々な労働時間制度の活用、労働時間の工夫、安全衛生の確保、労働災害の補償、ハラスメントへの対
　応、セキュリティへの対応等

○『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』のお知らせ

◦テレワークの形態

雇用環境・均等室 電話０９９－２２３ー８２３９
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県内の雇用失業情勢について
鹿児島労働局職業安定課

【令和４年７月分】
　県内有効求人倍率　　　　1.38倍（前月比0.02P増）
　全国平均有効求人倍率　　1.29倍（前月比0.02P増）

　県内正社員有効求人倍率　1.13倍（前年同月比0.07P増）
　全国正社員有効求人倍率　0.98倍（前年同月比0.10P増）

※��　鹿児島の雇用失業情勢は、求人に改善の動きが続いているもの
の、新型コロナウイルス感染症の急拡大に加え、ウクライナ情勢
などに伴う原油価格や原材料の高騰、円安などが、雇用に与える
影響も懸念されることから、引き続き、今後の動向を注視してま
いります。

各種助成金、活用してみませんか？
鹿児島労働局職業対策課

　障害者、発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹
介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対す
る助成金制度があります。

　主な助成金は次のとおりです。

【特定求職者雇用開発助成金】
　◯特定就職困難者コース
　◯発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

　障害者の種別、程度及び雇用条件等により支給対象とならない場
合があります。
　ご相談や詳細確認は、県内ハローワークまたは鹿児島労働局職業
対策課（☎099-219-8713）へお問い合わせください。

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等によって、がんの多くは治癒が期待できるようになり、がん患者の中
にも社会で活躍している方が増えています。一方で、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療等
を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職を希望する方への支援が社会的課題となっています。
　このため、「ハローワークかごしま」では、専門相談員（就職支援ナビゲーター）を配置し、がん診療連携拠
点病院での出張相談や個々の治療状況等を踏まえた職業相談・職業紹介の実施など、医療機関と連携した就職支
援を行っています。
　手術等の治療が一段落後も、術後の抗がん剤投与等に伴う通院や、２～３か月に1回程度の経過観察による通
院を必要とする方々の就職を支援するため、仕事と治療の両立が可能な求人のお申込みについて、事業主の皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。

がん患者など長期療養者の就職支援について
鹿児島労働局職業安定課

[がん診療連携拠点病院]
鹿児島大学病院、相良病院、いまきいれ総合病院
鹿児島医療センター、鹿児島市立病院

ハローワークかごしま
（就職支援ナビゲーター）

出張相談等

就職希望者の誘導等
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令和４年８月末（速報値）　業種別死傷災害発生状況
鹿児島労働局

令和４年 令和３年 増減数
死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

　　全産業 2,121 7� 1,241 15� 880� －8�
1　製造業 236� 0� 223� 0� 13� 0�
1　食料品製造業 127� 122� 5�
４　木材・木製品製造業 18� 17� 1�
９　窯業土石製品製造業 13� 14� －1�
11 ～ 12　金属製品製造業 15� 11� 4�
13 ～ 15　機械機具製造業 20� 21� －1�
上記以外の製造業 43� 38� 5�

２　鉱業 3� 0� 2� 1� 1� －1�
３　建設業 186� 3� 171� 3� 15� 0�
1　土木工事業 82� 1� 61� 3� 21� －2�
２　建築工事業 86� 1� 81� 5� 1�
３　その他の建設業 18� 1� 29� －11� 1�

４　運輸交通業 125� 1� 134� 2� －9� －1�
1　鉄道・航空機業 2� 7� －5�
２　道路旅客運送業 4� 9� －5�
３　道路貨物運送業 118� 1� 116� 2� 2� －1�
４　その他の運輸交通業 1� 2� －1�

５　貨物取扱業 19� 0� 11� 0� 8� 0�
1　陸上貨物取扱業 5� 4� 1�
２　港湾運送業 14� 7� 7�

６　農林業 65� 2� 62� 3� 3� －1�
1　農業 32� 31� 1� 1� －1�
２　林業 33� 2� 31� 2� 2�

７　畜産・水産業 77� 0� 58� 1� 19� －1�
８　商業 183� 1� 153� 2� 30� －1�
1　卸売業 24� 1� 17� 1� 7�
２　小売業 139� 124� 1� 15� －1�
３　理美容業 2� 4� －2�
４　その他の商業 18� 8� 10�

９　金融・広告業 8� 0� 14� 0� －6� 0�
11　通信業 22� 0� 13� 0� 9� 0�
12　教育・研究業 20� 0� 15� 0� 5� 0�
13　保健衛生業 1032� 0� 232� 0� 800� 0�
1　医療保健業 584� 95� 489�
２　社会福祉施設 445� 131� 314�
３　その他の保健衛生業 3� 6� －3�

14　接客娯楽業 58� 0� 67� 1� －9� －1�
1　旅館業 14� 10� 4�
２　飲食店 30� 35� 1� －5� －1�
３　その他の接客娯楽業 14� 22� －8�

上記以外の事業� 87� 0� 86� 2� 1� －2�
10　映画・演劇業 0�
15　清掃・と畜業 41� 50� 2� －9� －2�
16　官公署 3� 3�
17　その他の事業 43� 36� 7�

陸上貨物運送事業（４－３・５－1） 123� 1� 120� 2� 3� －1�
第三次産業（８～ 17） 1410� 1� 580� 5� 830� －4�
　①　死傷者数は、当月末までに発生した労働災害の被災者を翌月７日締めで集計したもの。
　②　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
　③　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
　④　陸上貨物運送事業及び第三次産業は、別計。

第73回　全国労働衛生週間
令和４年10月１日～７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
あなたの健康があってこそ　　　 
　　　笑顔があふれる健康職場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主唱 /厚生労働省・中央労働災害防止協会
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～はじめに～

　令和３年の労働災害による休業４日以上の死傷者数

は、全国で149,918人（うち死亡者数867人）となり、前

年に比べ18,762人増加し、平成10年以降過去最多となり

ました。

　死亡災害について、起因物別に分類すると、動力運搬

機に起因する災害の割合が最も高くなっており、さらに

動力運搬機の内訳をみると、①トラック②フォークリフ

ト③コンベアの順に、死亡災害が多く発生しています。

　今回は、その中でもフォークリフトについて、いくつか

の災害事例を踏まえ労働災害防止対策等を紹介します。

～フォークリフト災害の発生傾向について～

　令和３年に発生した、フォークリフトに起因する休業

４日以上の死傷者数は、全国で2,028人、そのうち死亡

者数は21人で、事故の型別では、

①　はさまれ、巻き込まれ

②　激突され

③　墜落、転落

　　の順に、多く発生しています。

　フォークリフトはアタッチメントを装着することで、

多種多様な荷物を運搬することができ、その便利さから

幅広い業種で使用されていますが、誤った使い方をする

と転倒、人との接触等大きな事故へと繋がります。

～災害事例について～

①　はさまれ、巻き込まれ

【発生状況】

　倉庫内で、被災者がトラックへ荷積みを行うため荷台

の扉を開けて作業していたところ、被災者に気づかずに

後退してきたフォークリフトとトラックとの間にはさま

れ死亡したもの。

【再発防止対策】

　・�立入禁止範囲を設け、歩行者と車両の経路を区分

し、危険箇所に労働者を立ち入らせないこと。やむ

を得ず労働者を立ち入らせる場合は、誘導者を設置

すること。

　・�フォークリフト及びトラックについて運行経路を含

む作業計画を定めること。

　・�荷積作業について、作業者間の連絡及び調整を行う

こと。

②　激突され

【発生状況】

　フォークリフトでパレットの移動作業をしていた運転

者が、パレットを前方が見えなくなる程高く積み前進走

行していた時、歩行中の被災者に気づかず後方から激突

したもの。

【再発防止対策】�

　・�フォークリフトは、前方が見難い時は後進走行し、

視野を広くとること。

　・�フォークリフトの近接が容易に分かるように、

災害に学ぶ
フォークリフト災害

鹿児島労働局健康安全課
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フォークリフトに警告音や回転式警告灯を設置する

こと。�

　・�作業員は、フォークリフトの稼働中は作業範囲に入

らないこと。

③　墜落・転落

【発生状況】

　養鶏場の鶏舎にて、被災者が鶏舎２階出荷口から育成

鶏の入ったケージを運び出すため、フォークリフトで持

ち上げた高さ約２ｍの架台上に乗り、育成鶏の入った

ケージ（約210㎏）を架台上に移動させたところ、ケー

ジの自重により架台が傾きケージ及び架台とともに墜落

し死亡したもの。

【再発防止対策】

　・�フォークリフトを使用してゲージを架台へ積み込む

場合は、架台を鶏舎の２階出荷口床面等に置けるよ

うに、出荷口の間口を広げるか、架台の横幅を縮め

るなどの措置を講じること。�

　・�架台にゲージ等を積載するときは、偏荷重が生じな

いように積載すること。�

　・�架台がフォークのみで支えられている状態でやむを

えず架台にゲージ等の積み込み作業を行う場合は、

架台に乗らずに作業するよう、労働者に周知徹底を

図ること。�

　・�架台を使用する場合は、フォークリフトの爪が架台

のガイドレールに差し込まれていることを確認した

上で積載作業を行うこと。�

～関係法令について～

　フォークリフトは、必要な資格等（最大荷重1ｔ以上

の場合、技能講習を修了し、1ｔ未満の場合、特別教育

を受けた者）を持った者に運転させることはもちろんの

ことですが、労働災害を防止するため、法令では、主に

次のとおり必要な対策を定めています。

　○作業計画（安衛則第�151条の３）

　　・�作業に係る場所の広さ及び地形、機械の種類及び

能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画

（運行経路及び作業方法）を定める。

　　・�作業計画には、制限速度（安衛則第151条の５）、

必要な幅員保持（安衛則第151条の６）も検討し、

作業計画を定めた際は、関係労働者に周知する。

　○作業指揮者�（安衛則第151条の４）

　　・�フォークリフト等を用いて作業を行うときは、作

業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業する。

　○接触の防止（安衛則第151条の７）

　　�　運転中のフォークリフト又はその荷に接触する危

険のある箇所に立ち入ることを禁止する。

　○主たる用途以外の使用の制限（安衛則第151条の14）

　　�　労働者の昇降等、主たる用途以外に使用すること

を禁止する。

　○点検・定期自主検査の実施

　　�（安衛則第151条の21、同151条の22、同151条の24、

同151条の25）

　　�　故障等から生ずる災害を防止するため、各種点検、

特定自主検査を実施する。

　　※　�安衛法：労働安全衛生法、安衛則：労働安全衛

生規則

～最後に～

　フォークリフト災害は、自社の労働者のみならず第三

者を巻き込む災害に発展することも多く、死亡災害等の

重篤な災害に至るリスクも依然として高くなっていま

す。事故が起こる前に、今一度、必要な対策が講じられ

ているか自社の状況を確認いただき、運転従事者に定期

的に安全教育を実施する等、積極的な対策を講じていた

だきますよう、お願いいたします。
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１０月は中小企業退職金共済制度の「加入促進月間」です！

労働安全衛生法に基づく
令和４年度鹿児島地区出張特別試験　合格発表

　公益財団法人安全衛生技術試験協会九州安全衛生技術センターは、令和４年８月27日及び28日、ホテル自治
会館（鹿児島市）で令和４年度鹿児島地区出張特別試験を実施し、受験者が1,097人で506人が合格したと発表
しました。
　合格率が最も高かった試験科目は、潜水士の81.8％で、低かったのは二級ボイラー技士の34.0％であった。
　また、労働者数50人以上の事業場で選任を必要とする衛生管理者は、第一種、第二種合わせて601人が受験し、
270人（44.9％）が合格した。
　労働安全衛生法に基づく免許試験は、九州安全衛生技術センター（久留米市）で実施されているが、鹿児島
県労働災害防止団体連絡協議会の協力を得て、毎年８月鹿児島市で実施されています。

【令和４年度鹿児島地区出張特別試験結果】
試験の種類 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率

第一種衛生管理者 330 143 43.3%
第二種衛生管理者 271 127 46.9%
★クレーン・デリック運転士[クレーン限定] 36 23 63.9%
★移動式クレーン運転士 18 7 38.9%
★揚貨装置運転士 14 7 50.0%
潜水士 88 72 81.8%
一級ボイラー技士 21 9 42.9%
二級ボイラー技士 297 101 34.0%
ボイラー整備士 22 17 77.3%

合　　計 1,097 506 46.1%
※本試験は、学科試験であり★印の試験は実技試験を伴う。

（公社）鹿児島県労働基準協会　　
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Góc tư vấn lao động dành cho
người nước ngoài ( bằng Tiếng Việt) 

Số điện thoại liên hệ tư vấn （電話番号）
099-216-6100

Kagoshima

Tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động 
như điều kiện lao động, tai nạn lao động, tiền 
lương chưa được thanh toán, tiền làm thêm giờ...

Thứ tư hàng tuần
9:00 sáng ~ 4:30 chiều

(Thời gian nghỉ trưa từ 12:00～13:00)

Đừng lo lắng một mình, 
hãy liên lạc và thảo luận với chúng tôi！
一人で悩まないで気楽にご相談ください！

Địa chỉ: Phòng thanh tra – Cục lao động tỉnh Kagoshima 
(Kagoshimashi Yamashitachou 13-21
Kagoshima Goudouchousha Tầng 2)

鹿児島労働局監督課外国人労働相談コーナーで
ベトナム語による労働条件、労働災害、未払い賃金、
残業代などに関する相談を受け付けています。

開設日時：毎週水曜日
午前9:00~午後4:30
（休憩時間：12:00~13:00）

場所：鹿児島労働局監督課
（鹿児島市山下町13－21 鹿児島合同庁舎２階）

外国人労働者向け相談ダイヤルのご案内
Telephone Consultation Service for Foreign Workers

言語 Language
開設曜日 開設時間 電話番号

Available Days (*1) Working Hours Phone Number
英語 English 0570-001-701 
中国語 Chinese 0570-001-702 

ポルトガル語 Portuguese 月～金 0570-001-703 

スペイン語 Spainish Monday to Friday 0570-001-704 
タガログ語 Tagalog 0570-001-705 
ベトナム語 Vietnamese 0570-001-706 

ミャンマー語 Myanmar
月

0570-001-707 
Monday 午前10時～午後3時

ネパール語 Nepali
火、水、木 （正午～午後1時は除く）

0570-001-708
Tuesday, Wednesday, Thursday 10:00~15:00

韓国語 Korean
木、金 (Breaktime between from 12:00~13:00)

0570-001-709
Thursday, Friday

タイ語 Thai 0570-001-712 

インドネシア語 Indonesian 水 0570-001-715 

カンボジア語（ク
メール語）

Cambodian
（Khmer) Wednesday 0570-001-716 

モンゴル語 Mongolian
金

0570-001-718 
Friday

(*) Accessible from landlines, cellphones and PHS.
(*1) The hotline is closed during the period from December 29 to January 3.
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《厚生労働省補助事業》 

 
 

ロールボックスパレット：カゴ車等（以下「RBP」という。）及びテールゲートリフター（以下「TGL」

という。）は、物流の効率化や作業者の負担軽減などに貢献する人力荷役機器・装置の一つで、陸上貨物

運送事業においても多く利用されていますが、近年これらに起因する労働災害が多く発生しています。 

この現状を受け、陸災防では RBP・TGL 作業をメインテーマとした荷役作業安全講習会を開催するこ

ととしました。当該作業に従事する方はもちろん、関係事業場の荷主様にも積極的なご参加をお待ちし

ています。 
～講習会の主な内容～ 

 

１．開催日時 令和４年 10 月 28 日(金) 13:30～16:30  

２．開催場所 鹿児島県トラック研修センター２階大講堂 

鹿児島市谷山港２-４-15 

３．定    員 50 名（先着順に受付） 

４. 内    容 

⑴ RBP・TGL による労働災害発生状況・・・・・・・ [労働局担当官] 

⑵ RBP・TGL 起因による労働災害の実態と特徴    

⑶ RBP・TGL の安全作業のポイント         [陸災防安全管理士] 

⑷ 荷役作業安全ガイドライン（RBP・TGL該当部分） 

５.参加費及びテキスト代  無 料 *筆記用具を持参してください。 

６.申込方法 

参加申込は、下記参加申込書に必要事項をご記入の上、陸災防鹿児島県支部までＦＡＸで 

お申込みください。なお、受講票等は送付いたしません。 

申込締切は、令和４年 10 月 14 日(金)です。ただし、定員に達し次第、締め切ります。 

７.受講証明 講習受講者には、受講証明書を交付します。※遅刻、早退された場合は、受講証明書は交付されません。 

８.問合せ先 陸災防鹿児島県支部（TEL：099-284-6217） 

９．注意事項 新型コロナウイルス対策のため、以下の点に注意してください。 
・受講される方はマスクを着用し、発熱及び身体症状(咳・のどの痛み・倦怠感など)などの体調が少しでもすぐれない時は、 

受講を見合わせる等のご対応をお願いします。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、セミナーを中止又は延期する場合がありますので、予めご了承ください。  

（切り取らずにそのままご送信ください。） 

陸災防鹿児島支部あて（ＦＡＸ：０９９－２６１－３１１３） 
 
「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」参加申込書 
 

 

ふ り が な 

参 加者 氏 名 

  

①   ②  

事 業 場 名 
 

              （業種：        ） 

所 在 地 
〒   － 

 

電話・担当者氏名 TEL（    ）   －     ご担当者： 

※参加申込書にご記入いただいた情報は、本セミナー及び当協会からの情報提供以外には使用いたしません。 
 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 (略称：陸災防)  
Land Transportation Safety ＆ Health Association  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会からのお知らせ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会からのお知らせ
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主催：中央労働災害防止協会　　　　　　　　　協力：（公社）鹿児島県労働基準協会

　安全衛生スタッフ向け　　　　　　　　　　　
　　　リスクアセスメント実務研修

　中央労働災害防止協会では、労働安全衛生マネジメントシステム等に取り組まれる事業場において、リスクアセス
メントの導入及び実施体制の整備において中心的役割を果たす安全衛生スタッフの方を対象として、リスクアセスメ
ントの考え方、実施方法、仕組みづくり等に関する研修を開催します。
　奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。
　本研修を修了した方は、厚生労働省通達「労働安全衛生マネジメントシステム担当者研修実施要領」（平成12年９
月14日付基発第577号）のリスクアセスメント担当者研修を修了したものと認められます。

１　日　時　　令和４年11月９日（水）　９：00 ～ 17：15　（予定）
２　会　場　　かごしま国際交流センター多目的ホール　（鹿児島市加治屋町19-18）
３　内　容　　�必要な法令や指針を中心にリスクアセスメントの考え方、実施方法及び仕組みづくり等についての基

本が分かります。（事務局担当者向け）
【カリキュラム】（都合により変更する場合があります）

４　対　象　�安全衛生スタッフ、安全衛生担当者など、これからリスクアセスメントの仕組みを構築することに参画
する事務局担当者

　　　　　　（リスクアセスメントを導入及び実施体制の整備において中心的な役割を果たす方）
５　定　員　32名
６　参加費（消費税10％込）

７　申込締切日　　令和４年10月14日（金）まで【期限までに定員になりました場合には締め切ります。】
８　申込方法�
　本案内書の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。参加費の送金は、申込締切日までに銀行
振込みをお願いします。（振込手数料は貴社でご負担お願いします。）請求書・領収証が必要な場合は、通信欄にご記
入ください。参加証は、開催日10日前頃送付致します。

　なお、開催日７日前以降のキャンセルは参加費の30％、開催日当日以降のキャンセルは参加費の100％のキャンセ
ル料を徴収させていただきます。
■振込先　福岡銀行　奈良屋町支店　普通預金口座　1163225
　　　　　口座名  「中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンター」　振込み手数料はご負担ください。
　　　　　〒812-0008　福岡市博多区東光2-16-14　TEL 092-437-1664　Fax  092-437-1669

区分 通常料金 備　考
会　員 31，６80円 会員とは（公社）鹿児島県労働基準協会会員又は

中央労働災害防止協会賛助会員事業場のことです。一　般 35，200円

時　間 内　容 時　間 内　容
 9:15～ 9:25
 9:25～10:55

10:55～11:05
11:05～11:55
11:55～12:55
12:55～13:30

13:30～14:00

開講挨拶、オリエンテーション
【講義1】�労働安全衛生マネジメントシステムにお

けるリスクアセスメントの目的と意義
休　憩

【講義2】リスクアセスメントの手法　その1
昼食・休憩

【演習1】�リスクの見積り、リスク低減のための優
先度の設定

【講義3】リスクアセスメントの手法　その2

14:00～14:30
14:30～14:40
14:40～15:10
15:10～15:45
15:45～15:55
15:55～17:05

17:05～17:15

【演習2】ハザードの特定、リスクの見積り
休　憩

【講義４】リスクアセスメントの手法　その3
【演習3】リスクの除去・低減措置の検討

休　憩
【講義５】リスクアセスメントの手法　その４
　　　　　～導入から運用まで～
　　　　　まとめ/質疑応答
修了証授与/閉講挨拶
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申し込み・問い合せ先
〒892－8550　鹿児島市新屋敷町16－16

　（公社）鹿児島県労働基準協会　　　　　ＴＥＬ　０９９－２２６－３６２1

　申し込みファックス番号　　０９９－２２６－３６２２

《参加費振込先》

福岡銀行　奈良屋町支店　普通預金口座　1163225

口座名「中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンター」　振込み手数料はご負担ください。

上欄にご記入いただいた会社名、氏名等により修了証等を発行させていただきますので、恐れ入りますが、
名称はフルネームで正しくご記入くださいますようお願いいたします。

　　※�ご記入頂いた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、研修会の的確な実施のために使用するほか、
当協会が実施する各種セミナー・講演会の情報提供に使用することがあります。これらの情報提供に使用することを
同意して頂けない場合には、下の□内にチェックマーク（ ）をご記入ください。

　　□　同意しない

安全衛生スタッフ向けリスクアセスメント実務研修　参加申込書
令和４年11月９日（水）　開催地：鹿児島

フリガナ 業　種

事 業 場 名 事業場規模 □50人未満　□50～99人
□100～299人　□300人以上

所　在　地

〒　　　　－� 会員について
□非会員（一般）
□鹿児島県労働基準協会会員又は中災防賛助会員

連絡担当者

フリガナ　　　　　　　　　　 所　属 役　職

氏名　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ （　　　） ＦＡＸ （　　　）　　　　

参
　
加
　
者

フリガナ 　　　　　　　　 所属・役職名 年代をご記入ください。 ※　Ｎｏ．

氏　名

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　男・女

□10代　□40代　　
□20代　□50代　　
□30代　□60代以上

参
　
加
　
者

フリガナ 　　　　　　　　 所属・役職名 年代をご記入ください。 ※　Ｎｏ．

氏　名

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　男・女

□10代　□40代　　
□20代　□50代　　
□30代　□60代以上

　参加費は　　　　　月　　　　　日　　　￥　　　　�　　�　　　　円

　（振込手数料は、ご負担をお願いします。）

備考欄 ※�受　付 ※ 参�加�証

※は記入しないで下さい。
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〈備考〉　1　申込者多数の場合、受付期間内でも締め切り又は、講習科目によっては日程を延長し実施する場合があります。
　　　　２　詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか、案内書をお取り寄せください。
　　　　３　新型コロナウイルス感染拡大等の状況によりましては、急遽、中止又は延期する場合があります。予めご了承ください。

令和４年11月　講習開催のご案内
鹿児島教習所実施分（鹿児島市七ツ島1-6-2）

問い合わせ・申込書取り寄せ先：本部
TEL099-226-3621　FAX099-226-3622

鹿児島基準協会 検索

講　　習　　名 講　習　日 受付期間 受講料テキスト代
（消費税込）

科目免除者
又は受講資格

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

[普通自動車運転免許証写し必要]
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】
11/7～11/11

10/11～10/14

【全科目者】
会員　31，450円
一般　32，450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許所持者

【科目免除者】
11/7～11/8

【科目免除者】
会員　20，450円
一般　21，450円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（キャタピラー車限定を除く）

[普通自動車運転免許証写し必要]
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】
11/28～12/2

10/31～11/4

【全科目者】
会員　31，450円
一般　32，450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許所持者

【科目免除者】
11/28～11/29

【科目免除者】
会員　20，450円
一般　21，450円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（キャタピラー車限定を除く）

車両系建設機械運転（解体用） 11/7 10/11～10/14 会員　18，030円一般　19，030円
【受講資格】
・�車両系建設機械運転（整地等）技能
講習修了者

車 両 系 建 設 機 械 運 転
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

【全科目者】
11/14～11/18

10/17～10/21

【全科目者】
会員　66，430円
一般　67，430円

【科目免除者】
11/14～11/15

【科目免除者】
会員　36，730円
一般　37，730円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・�小型車両系（整地等）運転特別教育
修了者で、３ヶ月以上経験のある者

玉　　　　 掛　　　　 け 11/14～11/16 10/17～10/21

【全科目者】
会員　22，470円
一般　23，470円
【科目免除者】
会員　20，270円
一般　21，270円

【科目免除者】
・�クレーン・デリック運転士、移動式
クレーン運転士、揚貨装置運転士免
許所持者
・�床上操作式クレーン運転技能講習修
了者
・�小型移動式クレーン運転技能講習修
了者

小型移動式クレーン運転 11/21～11/24 10/24～10/28

【全科目者】
会員　28，970円
一般　29，970円
【科目免除者】
会員　26，770円
一般　27，770円

【科目免除者】
・�クレーン・デリック運転士、揚貨装
置運転士免許所持者
・玉掛け技能講習修了者
・�床上操作式クレーン運転技能講習修
了者

特
別
教
育

ア ー ク 溶 接 等 11/8～11/10 10/11～10/14 会員　18，810円一般　22，110円
小 型 車 両 系 建 設 機 械 運 転
（整地・運搬・積込み用及び掘削用） 11/21～11/22 10/24～10/28 会員　1６，770円一般　20，070円
フ ル ハ ー ネ ス 型
墜 落 制 止 用 器 具 11/22 10/24～10/28 会員　10，700円一般　11，800円

ロ ー ラ ー 運 転 11/24～11/25 10/24～10/28 会員　17，100円一般　20，400円

ク　 レ　ー　 ン　 運　 転 11/28～11/29 10/31～11/4 会員　17，080円
一般　20，380円


